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令和３年４月１１日（日）

【職員の健康管理に関すること】 【該当職員に関すること】

和歌山県 総務部 人事課 和歌山県 総務部 管財課

職員厚生室 村上、熊谷 遠見、阪上

電話：073-441-2140 電話：073-441-2211

和歌山県職員の新型コロナウイルス感染について

和歌山県知事部局において、職員１名の感染が確認されました。

当該職員は、4月9日(金)の午後から休暇を取得しております。

また、一般県民と直接接触する業務には従事しておりません。

１．職員について

・50代女性（和歌山市保健所管内在住）

・勤務場所：和歌山県 総務部 管財課（和歌山市小松原通1-1）

２．経 緯

・4月 5日(月)、咳症状あり。

・4月 9日(金)、平熱のため出勤。

持病のためＡ医療機関を受診し、咳症状があったため、念のためPCR検

査を受検。

・4月10日(土)、新型コロナウイルス検査陽性が判明。

・4月11日(日)、Ｂ医療機関に入院

３．対応状況

・職員が勤務する執務室と共用部分は消毒済みです。

・接触者については、和歌山市保健所が調査中です。


